
米子市掲示第１３号 

 

公募型プロポーザルの執行について 

 

公募型プロポーザルを行うので、次のとおり公告する。 

 

令和４年４月１９日 

          米子市長 伊 木 隆 司     

 

１ プロポーザルの概要 

(1) プロポーザルの内容 

米子市ふるさと納税管理システム更新、ふるさと納税業務委託（寄附証明書等

の発行・送付、ワンストップ特例申請の受付）の提案 

(2) 対象となる業務名 

米子市ふるさと納税管理システム更新、ふるさと納税業務委託（寄附証明書等

の発行・送付、ワンストップ特例申請の受付） 

(3) 業務委託期間 

ア．米子市ふるさと納税管理システム更新 

（ａ）構築業務 契約締結の日～令和４年８月３１日 

（ｂ）サービス利用 令和４年９月１日～令和５年３月３１日 

イ. ふるさと納税業務（寄附証明書等の送付・ワンストップ特例申請の受付） 

 令和４年９月１日から令和５年３月３１日まで 

(3) 提案上限額 

ア．米子市ふるさと納税管理システム更新 

（ａ）構築業務  

１，０１２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（ｂ）サービス利用（ふるさと納税管理システム） 

３２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

イ. ふるさと納税業務（寄附証明書等の送付・ワンストップ特例申請の受付） 

     １９，８６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格 

本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすも 



のとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し 

ない者 

（２）本業務と同種又は類似業務を処理した実績を有すること。 

（３）米子市の競争入札参加に係る指名停止措置を受けていないこと。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て

がなされていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号

に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させ

ていないこと。 

（６）米子市が課する税の滞納をしていない者。 

 

３ 審査 

参加申込者が提出した企画提案書及びプレゼンテーションにより審査を行う。 

 

４ 最優秀案等の選定 

審査の結果に基づき、評価の高い順に優秀案とする。また、優秀案のうち、最高点 

を得たものを最優秀案として選定する。  

なお、審査の結果によっては、優秀案又は最優秀案を選定しない場合がある。 

 

５ 手続等 

  別途交付する実施要領による。 

 

６ 契約の締結 

４により最優秀案として選定された提案の提出者と契約締結の交渉を行う。なお、 

当該交渉が不調となった場合は、４により選定された優秀案のうち評価の高いも 

のから順に、その提出者と契約締結の交渉を行う。 

 

７ その他 

本プロポーザルの執行に関し、この公告に記載のないものは、別途交付する実施 



要領によるものとする。 

 


